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EPOが審査請求費用の払い戻しに関し 

法律改正を行う（発効日：2016年 7月 1日） 

 

 

 

                           ２０１６年０７月１１日 

                       

１. はじめに 

 2016年 7月 5日現在、通常の EP特許出願の審査請求費用は、クレーム数が 15個までの場

合、1,635ユーロです。EP特許出願は、実体審査を経て特許付与された場合、審査請求費用を

無駄にすることはありませんが、実体審査を経ると審査請求費用は回収できなくなります。但し、

改正前の規定によれば、所定の条件を充足すれば、審査請求費用の 75％が払い戻されます。 

 

このような状況下で、このたび、Article 11 EPCが改正され、所定の条件を充足すれば、審査

請求費用が最大 100％払い戻されることになります。改正後の審査請求費用の払い戻しに関し、

どのような場合にどれだけの金額が払い戻されるのかについて、以下に説明します。 
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